
 

国民スポーツ大会の参加におけるアンチ・ドーピング教育の義務化について 

 

第 80 回国民スポーツ大会から、大会に参加する選手、監督、本部役員帯同の
スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び保護者は、本大会又は冬季大
会の実施要項にて競技毎に設定された本戦参加申込締切前の 1 年以内から同参
加申込締切日までに日本スポーツ協会が指定するアンチ・ドーピング教育を受
講した者であることが参加資格となりました。 
 

 
1． 各競技団体（監督）の役割 
（１）選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び少年種

別に出場する選手の保護者に対し、実施要項に基づき大会本戦参加申
込前の１年以内から同参加申込締切日までにアンチ・ドーピング教育
を実施するとともに、その受講の徹底及び指導を行う。 

 
（２）選手の「国民スポーツ大会ドーピング検査同意書」にある「国民スポー

ツ大会選手カード」のアンチ・ドーピング教育履歴の記載（選手自身が
記入する）を確認した上で、国スポ参加申込システムから参加申込を行
う。 

 

（３）監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナーの「国民スポーツ
大会アンチ・ドーピング教育履歴確認カード」に記載のアンチ・ドーピ
ング教育履歴の記載（監督等自身が記入する）を確認した上で、国スポ
参加申込システムから参加申込を行う。 

 

※国スポ期間中、選手は常に、選手の記名がなされている「国民スポーツ大会ドーピ 

ング検査同意書」（以下「国スポ同意書」という。）を携帯することが求められて 

います。選手が18歳未満の場合は、保護者（親権者）が国スポ同意書の内容を確認 

の上、記名が必須です。また、ドーピング検査対象となり、検査員が国スポ同意書 

の提出を求めた場合は、検査時に提示をするよう対応ください。なお、最新の国ス 

ポ同意書はJSPOのHPからもダウンロードできます。 

 

≪国スポドーピング検査・なぜ国スポでドーピング検査か？≫ 

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid539.html 
 
２． アンチ・ドーピング教育内容 
 

 （１）受講対象者  

国民スポーツ大会本戦に参加する選手、監督、スポーツドクター、ア 

スレティックトレーナー及び保護者。  

 

（２）有効期間  

大会実施要項にて競技毎に設定された本戦参加申込締切前の1年以内か

ら同参加申込締切日まで  

 

 

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid539.html


 

 

（３）方法及び内容  

下記に定める①もしくは②の方法及び内容を満たすこと 

 

①WEBによるデジタルラーニングとし、JSPOが指定するアンチ・ドーピ  

ング教育動画の視聴及び「クリーンスポーツ行動チェック(リアルチャン

ピオンクイズ)」を回答すること 

 

≪参考≫ 

日本アンチ・ドーピング機構（JADA）のホームページ内サイト 

 

JADAクリーンスポーツ・アスリートサイト 

https://www.realchampion.jp/ 

 

国スポ出場者及びサポートスタッフ向け教材｜JADAクリーンスポーツ・アスリート

サイト 

https://www.realchampion.jp/who/kokutai_education.html 

 

② 次の(a)～(f)の団体が主催する研修会・講習会及びその他JSPOが認 

めるもののうち、アンチ・ドーピング活動に関する内容をJADAが承認し 

たEducator(JSPO-Educator)またはJADAが認定したEducatorが講師を務 

める研修、もしくは、スポーツドクター・スポーツファーマシスト等に 

よる研修を修了すること。研修では、JADAが提供する研修スライドの活 

用を推奨する。  

(a)JSPO (b)JADA (c)日本オリンピック委員会(JOC) (d)中央競技団体 

(e)都道府県スポーツ協会 (f)JSPO加盟関係スポーツ団体 (g)その他JSPO

が認めるもの*  

 

＊例）都道府県競技団体主催、全国高等学校体育連盟の専門部または都道府県高
等学校体育連盟、都道府県中学校体育連盟主催の研修会・講習会や JSPO 公認ス
ポーツ指導者資格更新研修会と認められている 
 
 
 
 
 
 

https://www.realchampion.jp/
https://www.realchampion.jp/who/kokutai_education.html
https://www.realchampion.jp/who/kokutai_education.html


 
 
（４）「国民スポーツ大会選手カード」のアンチ・ドーピング教育履歴の記載 
 

 
 

 

この箇所に、アンチ・ドーピング教育履歴の記載をする。 

 


